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「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、2015年４月17日開催の当社取締役会において、2015年５月１日付で、「内部統制シス

テム構築の基本方針」を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおり、改定後の内

容をお知らせいたします。 

記 

内部統制システム構築の基本方針 

 

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保し、その社会

的責任を果たすため、イオン行動規範およびコンプライアンス・ポリシーを取締役およ

び使用人の全員に周知徹底させます。 

② 取締役会は、法令等遵守（以下、「コンプライアンス」といいます。）体制を含む内部

統制システムの整備の方針および計画について決定するとともに、定期的に運用の状況

について報告を受けます。 

③ 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備、運用の状況を含め、取締役の

職務執行を監査します。 

④ 内部統制基本規程を定め、当該規程に基づき「内部統制システム委員会」ならびにその

下部組織として「コンプライアンス委員会」および「危機管理委員会」を設置し、また、

「コンプライアンス委員会」の下に「個人情報安全管理部会」および「公正取引推進部

会」を設置し、これらが連携して、コンプライアンス体制を含む内部統制システムの整

備、運用を推進します。 

⑤ 内部統制システム全般を担当する責任者として内部統制担当役員を置きます。また、内

部統制担当役員は、コンプライアンス担当およびリスク管理担当を兼務します。 

⑥ 取締役および使用人に対するコンプライアンスに関する研修や、マニュアルの整備等に

より、取締役および使用人のコンプライアンスに関する知識を高め、コンプライアンス

を尊重する意識を醸成します。 

⑦ 取締役会は、反社会的勢力との関係遮断のための基本方針を定め、社内体制の整備を行

い、反社会的勢力からの不当な要求に対して、当社グループをあげて組織的に対応する

風土を構築します。 



(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

① 取締役会、経営会議その他の重要な会議の意思決定に係る情報、重要な決裁に係る情報、

財務に係る情報、リスクおよびコンプライアンスに関する情報、その他の取締役の職務

の執行に係る情報を記録、保存、管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備します。 

② お客さま情報を含む個人情報が適切に取り扱われるよう、「個人情報安全管理部会」お

よび「個人情報管理責任者」を設けるとともに、個人情報の安全管理に関連する規程を

整備し、当社グループ全体で個人情報の安全管理を徹底します。 

 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、評価する仕組みを整備すると

ともに、リスク管理に関連する規程を整備し、事前予防体制を構築します。 

② 当社グループ経営に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生する恐れが生じた場

合の体制を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うために「危機管理委員会」を設置し

ます。 

③ 「危機管理委員会」は、経営に重大な影響を及ぼすリスクに対応するためのマニュアル

等を整備し、リスク管理体制を構築します。 

 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに

業績目標を明確化し、かつその評価方法を明らかにします。取締役については、報酬の

一部に業績に連動した報酬を導入します。 

② 取締役会を毎月１回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の

意思決定および取締役の職務遂行の監督を適切に行います。 

③ 取締役会を補完し、経営諸課題に迅速かつ適切に対応するため、取締役および各部門執

行責任者を中心に構成する経営会議を毎月２回程度開催し、迅速な意思決定と機動的な

経営が可能な体制を構築します。 

 

(5) 当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

関係会社管理規程に基づき、子会社に対し、当社の取締役会または経営会議への事業内

容の定期的な報告を求めます。 

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

「危機管理委員会」は、リスク管理に関連する規程およびマニュアル等に基づいて、子

会社を含む当社グループ全体のリスクを適切に評価し、管理する体制を構築します。 

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社グループ全体の重点経営目標および予算配分等を定め、当社グループ経営を適正か

つ効率的に運営する体制を構築するとともに、関係会社管理規程に基づき、子会社の担

当部署および担当責任者を置き、重要案件について事前協議を行うなど、子会社の自主

性を尊重しつつ、状況に応じて必要な管理を行います。 



④ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制 

イオン行動規範およびコンプライアンス・ポリシーを子会社の取締役等および使用人の

全員に周知徹底させるとともに、「コンプライアンス委員会」は、当社グループ全体の

コンプライアンス管理に必要な体制の整備を行い、子会社を含む当社グループ全体のコ

ンプライアンス体制を構築します。 

 

(6) 財務報告の適正性を確保するための体制 

当社および当社グループにおける財務報告に関する重要な虚偽記載が発生するリスクを識

別、分析し、リスク低減のため、財務報告に関する規程の整備、業務手順の明確化を行い、

毎年、その整備、運用の状況の評価を行います。 

 

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項 

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、業務執行部門から独立

した「監査スタッフ」として、適切な人材を配置します。 

 

(8) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

「監査スタッフ」の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得

るものとします。 

 

(9) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

「監査スタッフ」は、他部署を兼務せず、監査役の指揮命令に従うものとします。 

 

(10) 監査役への報告に関する体制 

① 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制 

取締役および使用人は、当社グループ経営に重大な影響を及ぼす事態が発生しまたは発

生する恐れがあるとき、取締役および使用人による違法または不正な行為を発見したと

き、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたとき、その他監査役会

が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役へ、速やかに適切な報告を行い

ます。また、各部門を統括する取締役は、監査役会と協議のうえ、適宜、担当部門のリ

スク管理体制について報告を行います。 

② 子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に

報告をするための体制 

子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社グループ

経営に重大な影響を及ぼす事態が発生しまたは発生する恐れがあるとき、当該子会社の

取締役等および使用人による違法または不正な行為を発見したとき、当社の監査役から

当該子会社の業務執行に関する事項について報告を求められたとき、その他当社の監査

役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、当社の監査役へ、速やかに適切な

報告を行います。 



(11) 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制 

監査役へ報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うこ

とを禁止し、これを当社グループ全員に周知徹底させます。 

 

(12) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年度、一定額の予算を設け、

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求をしたときは、担当部

署において審議のうえ、当該監査役の職務の執行に必要でないことが認められた場合を除き、

速やかに当該費用または債務を処理します。 

 

(13) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 取締役および使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよ

う努めます。 

② 監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を開催するなど、執行部門と監査部門の連

携および意思疎通を図ります。 

③ 常勤監査役を毎月２回程度開催する経営会議の構成員として招集するとともに、資料お

よび議事録を閲覧できる体制を整備します。 

 以 上 


